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本研究では，低・未利用化が進む造船所を跡地活用に向けた基礎的調査として，全国の造船所及び造船

所跡地の分布状況と設備の有無，立地特性を把握した上で，造船所跡地の立地特性と利用状況の関係や造

船所跡地の都市的利用の事例における水域の利用方法を捉えた．次いで，造船所跡地の活用事例の取り組

み経緯や検討事項を把握し，造船所跡地の有効利用に向けた要件整理を行なった． 
 

キーワード :造船所，跡地活用，港湾地域，造船ドック，立地特性，要件整理  
 

 
１．はじめに 
 

(1)研究背景 

近年，造船所の縮小や造船会社の統合等を背景に，都

市近郊部の港湾地域等に形成されてきた造船所の低・未

利用化が進行してきており，今後，こうした造船所跡地

（従前に造船所として利用され、現在は稼働していない

施設）の有効活用に向けた具体的検討が重要となる． 

造船所跡地を活用した空間整備の事例としては，神奈

川県横浜市「みなとみらい21（横浜船渠跡地）」や，東

京都江東区「アーバンドックららぽーと豊洲（石川島播

磨重工業跡地）」等が挙げられるが，近年では，大阪府

大阪市「クリエイティブセンター大阪（名村造船所跡

地）」等のように，造船所特有のドックや倉庫の暫定的

利用を行うことで，新たな都市的利用への転換を試みて

いる取り組みも出始めている．また，神奈川県横須賀市

「浦賀ドック（住友重機械工業跡地）」では，造船会社

が所有していた造船ドック等の各種施設を横須賀市に寄

付することで，造船所自体を地域の歴史的資源として位

置付け，新たな地域拠点として再整備していく動きもあ

り，造船所のもつ歴史性や空間性を考慮した造船所の有

効活用の方策が模索されていることがわかる．特に都市

近郊部に立地する造船所の多くは，水際立地の特性上，

都市部の貴重な親水空間として再整備し得るポテンシャ

ルを有している一方，造船所の全国分布や空間特性，権

利関係等，不明瞭な点が多く，造船所跡地の有効活用に

向けた基礎的情報の収集・整理が必要となる． 

造船所の跡地活用に着目した調査研究として，国外の

造船所の跡地活用プロセスを整理した山口1）や諸隈2）の

報告，芸術まちづくり事業での造船所の跡地活用を整理

した李3）の報告等が挙げられるが，個別的な事例整理に

とどまっている．また，国内の造船所の立地分布の変遷

を捉えた堂野4）の報告も挙げられるが，都市・建築計画

的観点から造船所の立地分布とその推移，跡地活用に向

けた要件整理を行なった研究は少ない状況にある． 

 

(2)研究目的 

そこで本研究では，造船所の跡地活用に向けた基礎的

研究として，全国の造船所および跡地の立地分布と利用

状況を把握した上で，造船所跡地の活用事例の経緯を整

理することで，造船所の跡地活用を図る上での要件整理

を行うことを目的とする． 

 

２．研究方法 

 

調査概要を表-1に示す．本調査では，まず，造船所及

び造船所跡地の立地分布の傾向を把握するため，各地方

運輸局に申請（設備の有無，船舶の材質，製造規模に応

じて許可，登録，届出がなされており，以下，許可造船

所，登録造船所，届出造船所と示す）されている造船所

が記載された資料を取得することで，2020年時点での全

国の造船所の総数や名称，種別を抽出した．その上で，

国土交通省発行の資料5）に掲載されている1990年当時に

現存した造船所との比較を行い，約30年間における造船

所数の推移と造船所跡地の抽出を行なった．尚，1990年

当時の資料には記載されない届出造船所は対象外とした． 

次いで，抽出した造船所及び造船所跡地に関して，国

土地理院の地図・空中写真閲覧サービスを用いて土地利 
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表-1 調査概要 

 

 

用の状況や設備の有無等を確認した．また，造船所及び

造船所跡地の立地特性を把握するため，造船所及び造船

所跡地から1.2km圏域内の人口密度や最寄駅からの距離

等を整理した．さらに，抽出した造船所跡地を対象に，

国土交通省国土地理院の地図・空中写真閲覧サービスに

基づき2021年時点での造船所跡地の土地利用の状況を確

認した上で，都市的利用が図られている造船所跡地を対

象に，敷地内外の水域の利用状況を確認した． 

次いで，造船所跡地を文化施設に転用した「クリエイ

ティブセンター大阪」を対象に，土地所有者（不動産会

社）へのヒアリング調査及び文献調査を実施し，造船所

跡地の転用経緯や対応事項等を把握した． 

 

３．造船所及び造船所跡地の概況 

 

(1)造船所及び造船所跡地の分布状況 

造船所及び造船所跡地の分布状況を図-1に示す．調査

の結果，全国の造船所は971ヶ所確認でき，許可造船所

が256ヶ所，登録造船所が420ヶ所，届出造船所が295ヶ

所確認できた．特に北海道や広島県，長崎県では70ヶ所

以上が立地していた．1990年当時の造船所は1,179ヶ所

確認でき，許可造船所が296ヶ所，登録造船所が883ヶ所

確認でき，約30年間（1990年〜2020年）において許可造

船所は40ヶ所，登録造船所は463ヶ所減少している状況

が確認できた． 

 

(2)造船所特有の設備の有無 

造船所の設備の有無を表-2に示す．造船所は，建造す

る船舶の材質や重量及び船体長さ等の建造規模に応じて

船台，ドック，浮きドック等の各種設備を有している． 

 

図-1 造船所及び造船所跡地の分布状況 

表-2 造船所の設備の有無 

 

 

設備を有する造船所は602ヶ所（74％），船台のみを有

する造船所は466ヶ所（77％），船台及びドックの両方

を有する造船所は93ヶ所（15％），船台のみを有する造

船所は43ヶ所（7％）確認できた．また，造船所の種別

に応じた設備の有無に着目すると，許可造船所は232ヶ

所（39％），登録造船所は240ヶ所（40％），届出造船

所は130ヶ所（22％）において各種設備を有しており，

建造船舶の大型化するにつれて各種設備を保有している

割合が高くなっている状況が確認できた． 

 

(3)造船所及び造船所跡地の立地特性 

造船所及び造船所跡地の立地特性を表-3に示す。造船

所及び造船所跡地の立地特性に関して，人口密度

（1.2km圏域内の人口密度が4,000人/km.以上を高密度，

4,000人/km.未満を低密度として分類）と最寄り駅から 

調査方法
  [ヒアリング調査]:地方運輸局に資料を請求
[文献調査（Web)]:国土数値情報より取得

調査期間 2021年4月1日～5月1日/2021年7月2日～7月10日

調査内容 造船所の総数・名称・種別の把握

調査方法
[文献調査(Web)]:Google Maps(2021)の画像情報/

各造船会社のホームページ/各自治体が公開する都市計画情報/
公益財団法人国土地理協会発行の市区町村別人口

調査期間 2021年5月2日～7月2日

調査内容
造船所の立地する土地のプロット/用途地域の把握/

造船所の立地する市区町村の人口分布の把握

調査方法
[文献調査(Web)]:造船会社のホームページ

[文献調査]2021年の地方運輸局が公開する造船所名簿

調査期間 2021年7月10日～8月1日

調査内容 1990年稼働していた造船所の現在の稼働状況/造船所跡地の抽出

調査方法

%文献調査()*+,-.国勢調査1234年673人口等基本調査集計?関AB事
項4次FGHIJ総務省統計局人口集中地区?関AB記述JUVVWX*YZ[\]
^_`?aBbcdefghiJj*[klm[nX]Yop\k*]]Y最寄駅情報取得^_`?a

B最寄駅7取得

調査期間 1213年32月3日|1211年}月~日

調査内容 造船所73122�圏域7人口7抽出J造船所7最寄駅�距離7抽出

Ⅰ：全国の造船所・1990年の造船所の総数・名称・種別の把握

Ⅱ：造船所の概況調査

Ⅲ：1990年からの造船所の稼働状況の把握・造船所跡地の抽出

��造船所7立地特性7把握

許可 登録 届出 合計

船台 109 (47) 235 (96) 129 (98) 473 (78)

ドック 37 (16) 5 (2) 1 (1) 43 (7)

船台＆ドック 88 (38) 5 (2) 1 (1) 94 (15)

合計 234 (38) 245 (40) 131 (21) 610 (100)

※表の値は造船所数を示しており()内の値は割合を示す
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表-3 造船所及び造船所跡地の立地特性 

 

 

の距離に基づき整理した結果，高密度であり最寄り駅か

ら1.2km以内に立地する「タイプⅠ」，1.2km以上10km未

満に立地する「タイプⅡ」，低密度であり最寄り駅から

1.2km以内に立地する「タイプⅢ」，1.2km以上10km未満

に立地する「タイプⅣ」，10km以上に立地する「タイプ

Ⅴ」に分類できた． 

まず，造船所の立地状況としては，Ⅰが65ヶ所

（8％），Ⅱが20ヶ所（2％），Ⅲが160ヶ所（20％），

Ⅳが402ヶ所（49％），Ⅴが171ヶ所（21％）確認でき，

中心市街地から離れた遠隔地に立地する造船所が半数以

上を占めている状況が確認できた．用途地域に着目する

と，準工業地域が162ヶ所（20％），工業地域が149ヶ所

（18％），工業専用地域が126ヶ所（15％），無指定が

371ヶ所（45％），商業系及び住居系が10ヶ所（2％）確

認できた。次いで，造船所跡地の立地状況としては，タ

イプⅠが65ヶ所（13％），Ⅱが8ヶ所（1％），Ⅲが117

ヶ所（23％），Ⅳが226ヶ所（43％），Ⅴが105ヶ所 

表-4 造船所跡地の利用状況と立地特性 

 

 
図-2 造船所跡地の土地利用と立地特性の傾向 

 

（20％）確認でき，背後地域の人口密度が低く最寄り駅

からのアクセス性が低い地域において造船所跡地が発生

してきている状況が読み取れる．用途地域に着目すると，

準工業地域が110ヶ所（22％），工業地域が67ヶ所

（13％），工業専用地域が52％ヶ所（10％），無指定が

229ヶ所（45％），商業系及び住居系が48ヶ所（10％）

確認でき，現存する造船所と同様の立地傾向がみられた． 

 

４．造船所跡地の利用実態 

 

(1)造船所跡地の利用状況と立地特性の関係 

 

造船所跡地の利用状況と立地特性の関係を表-4に示す．

造船所跡地の利用状況を整理した結果，未利用状態は

314ヶ所（62％），利用状態は192ヶ所（38％）確認でき

た。立地特性との関係に着目すると，未利用状態の造船

所跡地は，Ⅰが14ヶ所（4％），Ⅱが1ヶ所（0.3％），

Ⅲが69ヶ所（22％），Ⅳが159ヶ所（51％），Ⅴが71ヶ

所（23％）確認でき，遠隔地立地の造船所については，

跡地利用が進められていない状況が読み取れる．利用状

態の造船所跡地は，Ⅰが51ヶ所（27％），Ⅱが7ヶ所

（4％），Ⅲが47ヶ所（24％），Ⅳが58ヶ所（30％），

Ⅴが29ヶ所（15％）確認でき，市街地近郊に立地する造

船所跡地を中心に利活用が図られている状況が窺えた． 

造船所跡地の土地利用と立地特性の傾向を図-2に示す．

利用状態の造船所跡地192ヶ所の土地利用の傾向として

は，工業系利用が102ヶ所（50％），商業系利用が39ヶ 

タイプ 許可 登録 届出 既存の総数 跡地の総数

準工業 0 16 7 23 26

工業系 工業 3 6 8 17 15

樴 工業専用 6 6 3 15 9

(既存n= 65) 0 0 1 1 10

(跡地n= 65) 0 3 0 3 4

1 4 1 6 1

準工業 4 3 3 10 5

工業系 工業 2 0 1 3 2

樵 工業専用 0 5 1 6 1

(既存n= 20) 0 0 0 0 0

(跡地n= 8) 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0

準工業 8 14 15 37 32

工業系 工業 20 11 11 42 21

樶 工業専用 10 9 5 24 11

(既存n= 160) 2 0 1 3 5

(跡地n= 116) 0 0 0 0 8

10 24 20 54 39

準工業 16 39 25 80 41

工業系 工業 36 27 15 78 24

樷 工業専用 39 20 19 78 31

(既存n= 402) 0 0 0 0 1

(跡地n= 217) 0 1 2 3 15

47 66 50 163 105

準工業 1 7 4 12 6

工業系 工業 2 6 1 9 5

樸 工業専用 3 0 0 3 0

(既存n= 171) 0 0 0 0 1

(跡地n= 100) 0 0 0 0 4

38 58 51 147 84

無指定

商業系

住居系

無指定

商業系

商業系

住居系

無指定

商業系

住居系

用途地域

造船所立地特性

商業系

住居系

無指定

タイプⅤ 造船所1200m圏域内の人口密度が1km ²/4000人未満,最寄駅まで10km以上

住居系

無指定

タイプⅣ 造船所1200m圏域内の人口密度が1km ²/4000人未満,最寄駅まで1.2km以上10km未満

タイプⅢ 造船所1200m圏域内の人口密度が1km ²/4000人未満,最寄駅まで1.2km以内

タイプⅠ 造船所1200m圏域内の人口密度が1km ²/4000人以上,最寄駅まで1.2km以内

タイプⅡ 造船所1200m圏域内の人口密度が1km ²/4000人以上,最寄駅まで1.2km以上10km未満

樴 樵 樶 樷 樸 合計

未利用 14 1 69 159 71 314

利用 51 7 47 58 29 192

合計 65 8 116 217 100 506

I 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 
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図-3 造船所跡地における水域の利用形態の分類 

表-5 造船所跡地の都市的利用における水域の利用状況 

 

 

所（19％），住居系利用が39ヶ所（19％），その他の利

用が23ヶ所（12％）確認でき，遠隔地立地の造船所跡地

の多くは工業系利用に転用されていた一方，市街地近傍

の造船所跡地では商業系利用や住居系利用等の立地性を

考慮した転用が図られていた． 

 

(2)都市的利用事例における水域の利用状況 

 

造船所跡地における水域の利用形態の分類を図-3，造

船所跡地の都市的利用における水域の利用状況を表-5に

示す．商業系利用や住居系利用，その他の利用を都市的

利用と定義し，都市的利用が図られた造船所跡地101ヶ

所の水域の利用状況を整理した結果，水域未利用は60ヶ

所，水域利用は41ヶ所確認でき，商業系利用では20ヶ所

（20％），公的施設利用では16ヶ所（16％）において水

域利用が図られていた一方，住居系利用での水域利用は

限定的な状況が確認できた．次いで，水域の利用方法に

着目すると，水域利用41ヶ所の内、間接的利用（景観要

素としての水域利用）が40ヶ所（99％），直接的利用

（水面上に施設を設置，係留した水域利用）が15ヶ所

（37％）確認できた．次いで，水域の利用状況を整理す

ると，商業施設では間接的利用が7ヶ所，直接的利用が4

ヶ所確認でき，海際立地の特性を活かした観光船の係留

施設やマリーナ施設等の新設に際して，ドッグ水面や前

面水域の活用を図っている事例が確認できた． 

 

写真-1 クリエイティブセンター大阪 

 

(3)クリエイティブセンター大阪における造船所活用の

ための要件整理 

 

名村造船所跡地を文化施設へと転用した「クリエイテ

ィブセンター大阪（写真-1）」の転用経緯を整理すると，

大型船舶の需要拡大を契機とした造船所移転に伴い，

1988年に名村造船所は工場や造船ドッグを解体せずに土

地所有者（不動産会社）に土地建物を返還した。その後，

造船機能の移転に伴う地域の空洞化を懸念した土地所有

者と芸術系団体との連携により，1993年に文化施設（ク

リエイティブセンター大阪）として造船所跡地を転用し，

芸術活動に関する展示・活動施設として利用されるよう

になった．クリエイティブセンター大阪における造船所

跡地利用の特徴を整理すると，名村造船所跡地は，背後

地域の人口密度は低くアクセス性に優れた立地性を有し

ており，造船所の関連施設である工場や造船ドック等も

残さていたため，造船所の立地性や空間性を活かした利

用に繋がったといえる。また，土地所有者が背後地域の

土地建物を一体的に所有管理していたため，造船所跡地

の文化施設への転用を契機に，背後地域の空き倉庫及び

工場の展示施設や交流施設転用による地域一体型の空間

整備に繋がった。一方，都市計画法及び港湾法に基づく

土地利用上の制限や堤外立地に伴う水害リスクへの対応

等が円滑な跡地活用を行う上での懸念事項として挙げら

れる． 

造船所跡地活用のための要件を図-4に示す．造船所跡

地の活用に向けた要件として，以下に示す4項目に整理

できた． 

① 立地特性の考慮：背後地域の発展状況やアクセス性，

海際立地を考慮した空間整備の検討と高潮や津波等

による水害リスクへの対応策の検討． 

② 管理法の弾力的運用：都市計画法や港湾法上の限定

的な土地利用に対する弾力的な運用方法の検討と地 

間接的利用 直接的利用

商業施設 5 8 7 4

業務施設 10 3 3 1

マリーナ 0 8 8 8

娯楽施設 0 1 1 1

遊戯施設 2 0 0 0

宿泊施設 2 0 0 0

共同住宅 9 5 5 0

戸建住宅 25 0 0 0

公園 2 15 15 1

業務施設 1 0 0 0

公共施設 4 1 1 0

60 41 40 15合計

利用用途・機能

商業系利用

住居系利用

公的施設利用

水域未利用 水域利用
水面利用形態(重複あり）
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図-4 造船所跡地活用のための要件 

 

域内の関係者間の協議． 

③ 敷地・設備の活用：既存建物や私有水面（陸地とし

て所有権が設定された後，土地の掘削により海水が

引き込まれることで形成された水面）を含むドッグ

等の設備転用や敷地の活用による都市的利用に向け

た検討． 

④ 土地建物の所有者：土地建物の所有者と自治体との

連携による多面的な水域利用と背後地域との一体性

を考慮した地域整備の展開． 

 

５．おわりに 

 

本研究では，全国の造船所及び造船所跡地の分布状況

と設備の有無，立地特性を捉えた上で，造船所跡地の立

地特性と利用状況の関係や都市的利用における水域の利

用方法を把握した上で，造船所跡地の転用事例に基づき，

造船所跡地の有効利用に向けた要件整理を行なった． 

造船所は全国971ヶ所確認でき，北海道や中国・九州

地方に多く分布していた．従来，造船所は造船関連企業

との近接性が重視された大都市型立地であったが，次第

に立地要因の意味が薄れ，大型船舶の需要拡大による広

大な工場用地の確保と造船労働力確保の必要性から遠隔

地立地へと転換した経緯がある．そのため，今日におい

ても三大都市やその周縁都市部に現存していることが考

えられる．また，敷地内に水面を引き込んだ設備として，

ドックを有する造船所は，取り扱う船舶が比較的大規模

な許可造船所に多く確認でき，登録及び届出造船所はド

ックを有する造船所は限定的であった．さらに，造船所

及び造船所跡地の立地特性としては，中心市街地から離

れた遠隔地立地の造船所が半数以上を占め，工業系の用

途地域もしくは無指定に立地しているため，今後，造船

所の都市的転用を図る上では，都市計画上の用途地域の

変更を促しつつ，立地性を考慮した空間利用を検討する

ことが望ましい．また，造船所跡地の活用に際しては，

海際立地の親水性を考慮した空間利用を図りつつ，造船

ドッグや船台，工場等の造船所特有の施設転用を図るこ

とで，造船地域の文脈を活かした地域づくりに繋げてい

くことが望ましく，跡地活用に向けた法制度の弾力的運

用や水害リスク対策，背後地域との一体的利用を図るた

めの地域一体型の事業展開を行うことが重要となる． 
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